
   大阪市職員措置請求書 

 

大阪市長に関する措置請求の要旨 

                                                           

１ 請求の要旨  

（１） 対象となる財務会計上の事実 

現在進められている夢洲の埋立てに係る費用のうち、大阪港湾局が実施している夢洲２区部分

の 2025 年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）ウォーターワールド予定地の埋立て及び地

盤固定に関する地盤改良工事に係る契約行為および経費の執行。 

当該工事が実際に行われている事実は現場にて確認（令和４年４月３日、資料１）。事実証明文

書については、大阪港湾局から情報提供を受ける予定である。 

 

（２） その行為が違法又は不当である理由 

大阪・関西万博の環境影響評価準備書に関する市長意見（令和４年２月９日、資料２）で、こ

の場所は「工事着手までにこれら鳥類の生息・生育環境に配慮した整備内容やスケジュール等の

ロードマップを作成し、湿地や草地、砂れき地等の多様な環境を保全・創出すること」と言及さ

れているが、この大阪港湾局の地盤改良工事に係る契約行為および経費の執行によって、万博工

事着手前に、この「動物・生態系」を埋め損壊して、市長意見に言う「湿地や草地、砂れき地等の多

様な環境を保全」することを事前に不可能にし、市長意見の履行を妨害している。 

 

（３） その結果、大阪市に生じている損害 

この場所は、大阪府レッドリスト 2014 において、生物多様性ホットスポットの A ランクに指

定されている場所でもあり、大阪・関西万博の環境影響評価準備書によって、多様な鳥類が確認

されている。そして、市長意見によってこの環境を「保全・創出」する事が言及されているにも関わ

らず、この環境を大阪・関西万博工事着手前に損ない、市長意見にいう「保全」を無意味な言葉とし

ている。 

本来は、市長意見が出された段階で方針を変更し、市長意見を尊重し実行するための基盤整備

に尽力すべきであったにも関わらず、市長意見以前の旧計画のままに行われている「契約行為お

よび経費の執行」自体が無駄な支出であり、この「支出金額」と「回復に要する支出金額」の合

計が損害である。 

 

（４） 請求する措置の内容 

当該工事を即時に一時中止とし、市長意見に基づき工事方法を検討し直すこと、および既に破

壊された「動物・生態系」の回復に努めること。 

 

２ 請求者 

住所 530-0041 大阪市北区天神橋 1-9-13 ハイム天神橋 202 

氏名 公益社団法人・大阪自然環境保全協会・会長 夏原由博(←自署とする) 

電話：０６－６２４２－８７２０ 



 

地方自治法第 242 条第 1 項の規定により別紙事実証明書（資料１、資料２）を添え必要な措置を請求

します。 

２０２２年４月 日 

大阪市監査委員(あて)  

 

  



資料１ 

当該工事が実際に行われている事実 

 

 
 

図１：2025 年日本国際博覧会会場計画 

出典：「2025 年日本国際博覧会環境影響評価準備

書」（令和 3年 9 月） 

図２：港湾局工事計画 

（大阪港湾局資料） 

 

 

2022 年 4 月 3日（日）に公益社団法人・大阪自然環境保全協会が撮影 

  

写真１：夢洲２区の池の東側に広がっていたヨシ原

に入れられた重機。 

写真２：夢洲２区の池の東側に広がっていたヨシ原

にコンクリートのようなものが流し込まれている。 

 

補足説明 

・夢洲の南東部（図２のＤの区域）の埋立て・地盤固化工事は既に契約発注されており、事実証明文書（設

計書、契約書）について大阪港湾局から情報提供を受ける予定。 

・夢洲の南西部（図２のＣの区域）の埋立て・地盤固化工事は未だ契約発注されていないが、事実証明文書

（予算要求資料）について大阪港湾局から情報提供を受ける予定。 

  



資料２ 

 



 


